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弊社の出版物に以下の誤りがありました。謹んでお詫びするとともに、下記のように訂正いたします。 協同出版

県名 教科名 章 ページ数 項目 誤 正

大阪府
教職・一般

教養

受験データ

と学習法
4

大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の教

職・一般教養・傾向と対策

配点が150 点満点なので1問各3点と見てよい。 配点が150 点満点なので1問各5点と見てよい。

2021年度版教員採用試験対策「参考書」シリーズ正誤表

自治体別受験データと学習法

◆正誤表に掲載されていない正誤に関する疑問点がございましたら，下記項目をご記入の上，電子メール，FAX，または郵送にてお送りいただくようお願いいたし
ます。
① 書籍名，都道府県(学校)名，年度
教員採用試験シリーズの場合は過去問，参考書等もご記入ください。
（例：東京都教員採用試験参考書シリーズ 小学校全科 20○○年度版）
② ページ数、問題番号
書籍に記載されているページ数、問題番号をご記入ください。
③ 正誤についての問い合わせ内容
内容は具体的にご記入ください。（例：問題文では“ア～オの中から選べ”とあるが，選択肢はエまでしかない など)

〔送付先〕
○ 電子メール：edit@kyodo-s.jp

○ FAX：03-3233-1233 (協同出版株式会社 編集制作部 行)

○ 郵送：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-5 協同出版株式会社 編集制作部 行

〔ご注意〕

○ 電話での質問や受験相談等につきましては，受付けておりませんのでご注意ください。

○ 正誤表の更新は適宜行っております。
○ いただいた疑問点につきましては、当社編集制作部で検討の上，正誤表への反映を決定させていただきます(個別回答は，原則行っておりませんのでご了承く
ださい）。



教科名 章 項目名 該当箇所 誤 正

千葉県 教職一般
第2章　教育

原理
キャリア教育 9　基礎的・汎用的能力の内容

■人現関係形成・社会形成能力 ■人間関係形成・社会形成能力

大阪府 教職一般

第11章　文

章読解・数

的処理

数的処理(資料

解釈)
演習問題1

解説　5

5．誤り。スペインに関しては，2000年における自動車の輸出

台数の方が，2010年の輸出台数よりも多くなっていることが表

から読み取れる。

解説　5

5．誤り。スペインに関しては，2000年における自動車の輸出

台数の方が，2015年の輸出台数よりも多くなっていることが表

から読み取れる。

大阪府 教職一般

第11章　文

章読解・数

的処理

数的処理(資料

解釈)
演習問題6

解説

1．「卸売業，小売業」に関する事業所数はおよそ1,407,575で

あり，「宿泊業，飲食サービス業」の事業所数はおよそ

725,954なので，1.9倍である。

解説

1．「卸売業，小売業」に関する事業所数はおよそ1,407,575で

あり，「宿泊業，飲食サービス業」の事業所数はおよそ

720,412なので，1.95倍である。

愛知県 小学校

第4章　理科　

地学(天気の

変化)

215 温暖前線の断面図

左から　暖気　積乱雲　高層雲　巻層雲　巻雲 左から　暖気　乱層雲　高層雲　巻層雲　巻雲

東京都 保健体育科
学習指導要

領

中学校

学習指導要領

●保健分野の内容

(1)～(4)の各図

(1)別紙参照

大阪府 小学校教諭
第2章　社会

科
歴史(古代) 例題4〈平安時代〉

(1)④　オ (1)④　エ

埼玉県 国語科
第3章　現代

文(小説)
内容把握 例題一

解答、解説 別紙参照

埼玉県 国語科 第5章　漢文 句法と解釈 例題三

本文、解答、解説 別紙参照

各章



教科名 章 項目名 該当箇所 誤 正

東京都 社会科
第2章　中高

日本史
中世 例題5

解説

③　政所ではなく侍所が正しい。　④　北条氏ではなく上杉氏

が正しい。　⑤　土倉役・酒屋役ではなく段銭・棟別銭が正し

い。

解説

③　政所ではなく侍所が正しい。赤松・山名以外の四職は一

色・京極。　④　北条氏ではなく上杉氏が正しい。　⑤　土倉

役・酒屋役ではなく段銭・棟別銭が正しい。また，室町幕府が

九州統制のために設置したのは九州探題である。

愛知県 社会科
第2章　高校

地理
日本の地誌 関東・中部地方

⑧関東ローム層

㉖豊田

の位置が誤っている。

別紙参照

富山県 数学
第2章　方程

式と不等式
例題16

解答：67，68，69，69

解説：(途中略)

－(a＋2)/4 ＜ x ＜ 3/7　をみたす整数が20個であるから，

整数は－17～2である。

よって，－18＜－ (a＋2)/4 ＜－17

　　68≦a＋2＜72

　　66≦a＜70

aは整数であるから

　a＝66，67，68，69，69

解答：67，68，69，70

解説：(途中略)

－(a＋2)/4 ＜ x ＜ 3/7　をみたす整数が20個であるから，

整数は－17～2である。

よって，－18≦－ (a＋2)/4 ＜－17

　　68＜a＋2≦72

　　66＜a≦70

aは整数であるから

　a＝67，68，69，70

東京都 数学
第10章　微

分・積分
例題2

(2)の極限値の式中で，

　limの下の表示が　x→∞　になっているのが間違い。

(2)の極限値の式中で，

　limの下の表示は　n→∞

長崎県 数学科 学習指導法 高等学校例題3 解説　〔証明例〕(2) 2行目の式

千葉県 家庭科
第2章　高齢

者の福祉
高齢者の福祉 例題1

解答　(1)③　健側 解答　(1)③　患側

京都府 保健体育科 陸上競技
短距離走・リ

レー
リレー競技の競技規則

リレーのバトンパスのルールが2018年の改正前のものになって

いる。

別紙参照



教科名 章 項目名 該当箇所 誤 正

千葉県 保健体育科
第2章　器械

運動
器械運動

跳び箱運動　●跳び箱運動の主な技の

例示　跳び箱運動の主な技の例

切り返し系の発展技

屈伸跳び

切り返し系の発展技

屈身跳び

千葉県 保健体育科
第2章　器械

運動
器械運動 例題1

解答　b，d 解答　b，d，e

千葉県 保健体育科 第5章　球技 球技 ハンドボール　例題3

問3

解答　ア，イ，エ

解説　ア：ゴールキーパースローしたボールに，他のプレイ

ヤーが触れる前にゴールエリアから出て触れると，ボールを

持って出たことになる。その場合は，相手チームにフリース

ローが与えられる。　イ：ゴールエリアライン上とその内側で

は，ゴールキーパーはボールを持っていても，この中であれば

制限なく歩くことができ，脚を使って相手のシュートを防ぐこ

とができる( あくまでも止めるだけであり，ボールを蹴るのは

反則)。エ：持ち込むと反則であり，相手チームにフリースロー

が与えられる。

問3

解答　ア，イ，エ，オ

問3　ア：ゴールキーパースローしたボールに，他のプレイ

ヤーが触れる前にゴールエリアから出て触れると，ボールを

持って出たことになる。その場合は，相手チームにフリース

ローが与えられる。　イ：ゴールエリアライン上とその内側で

は，ゴールキーパーはボールを持っていても，この中であれば

制限なく歩くことができ，脚を使って相手のシュートを防ぐこ

とができる( あくまでも止めるだけであり，ボールを蹴るのは

反則)。エ：持ち込むと反則であり，相手チームにフリース

ローが与えられる。オ：ゴールキーパーは，ゴールエリア内で

は全身のどの部分で触れてもよい。

千葉県 保健体育科 第5章　球技 球技 ラグビー　●得点の構成

ペナルティートライ……5点 ペナルティートライ……7点

千葉県 保健体育科 第5章　球技 球技 ラグビー　例題4

a

解答　②

解説　アの得点方法は，トライが5 点，ペナルティートライが

5 点，コンバージョンゴール(トライ後のゴール)が2点，ドロッ

プキックのゴールが3 点，ペナルティーキックのゴールが3 点

と定められている。

a

解答　④

解説　アの得点方法は，トライが5 点，ペナルティートライが

7 点，コンバージョンゴール(トライ後のゴール)が2点，ドロッ

プキックのゴールが3 点，ペナルティーキックのゴールが3 点

と定められている。

神奈川県 保健体育科
第2章　器械

運動
器械運動

跳び箱運動　●跳び箱運動の主な技の

例示　跳び箱運動の主な技の例

切り返し系の発展技

屈伸跳び

切り返し系の発展技

屈身跳び

神奈川県 保健体育科 第5章　球技 球技 バレーボール　例題4

(1) 　両チームは，12 人の競技者のリストの中から専門的な守

備のためのリベロ・プレイヤーを1 人登録する権利を持ってい

る。

(1) 　両チームは，12 人の競技者のリストの中から専門的な守

備のためのリベロ・プレイヤーを2 人登録する権利を持ってい

る。



教科名 章 項目名 該当箇所 誤 正

群馬県 特別支援
特別支援教

育の制度

特別支援教育の

制度
例題1

次の（1）～（7）の文は，特別支援学校の教育等について述べ

たものである。

次の（1）～（5）の文は，特別支援学校の教育等について述べ

たものである。

神奈川県 特別支援

特別支援教

育の体制整

備

特別支援教育の

体制整備
例題7

肢②，③のウ　　医療等 肢②，③のウ　　労働等

茨城県
特別支援学

校教諭

第10章　知

的障害
例題1

解説(2)　　2　ターナー症候群は15番染色体の異常で，一般に

は知的

レベルは正常である。空間認知，方向感覚等の認知障害や，記

憶力低下を併発する。

解説(2)　　2　ターナー症候群はX染色体の異常で，一般には

知的

レベルは正常である。空間認知，方向感覚等の認知障害や，記

憶力低下を併発する。

兵庫県
特別支援学

校教諭

第5章　学習

指導要領と

教育課程の

編成

学習指導要領と

教育課程の編成

Ⅵ．自立活動の

内容

👉チェック！

□　自立活動の内容

人間としての基本的な行動を遂行するために必要な要素と，障

害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するために必要

な要素で構成されている。内容は，「健康の保持」「心理的な

安定」「人間関係の形成」「環境の把握」「身体の動き」「コ

ミュニケーション」の6つの区分26項目に分類・整理されてい

る。

□　自立活動の内容

人間としての基本的な行動を遂行するために必要な要素と，障

害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するために必要

な要素で構成されている。内容は，「健康の保持」「心理的な

安定」「人間関係の形成」「環境の把握」「身体の動き」「コ

ミュニケーション」の6つの区分27項目に分類・整理されてい

る。

兵庫県
特別支援学

校教諭

第5章　学習

指導要領と

教育課程の

編成

学習指導要領と

教育課程の編成

Ⅵ．自立活動の

内容

2． 具体的な指導内容は，6 つの区分26 項目の中から必要とす

る項目を選定し，それらを相互に関連づけて設定する。1 つの

指導目標を設定したとしても，目標を達成するためには，指導

内容が複数の区分や項目に該当する場合も出てくる。これらの

複数の区分や項目を組み合わせて具体的な指導内容を検討する

ことが必要である。

2． 具体的な指導内容は，6 つの区分27 項目の中から必要とす

る項目を選定し，それらを相互に関連づけて設定する。1 つの

指導目標を設定したとしても，目標を達成するためには，指導

内容が複数の区分や項目に該当する場合も出てくる。これらの

複数の区分や項目を組み合わせて具体的な指導内容を検討する

ことが必要である。

兵庫県
特別支援学

校教諭

第5章　学習

指導要領と

教育課程の

編成

学習指導要領と

教育課程の編成

Ⅵ．自立活動の

内容

　以下に6区分26項目について示す。 　以下に6区分27項目について示す。

長崎県
特別支援学

校教諭

第3章　特別

支援教育の

体制整備

特別支援教育の

体制整備
例題4

別紙参照



教科名 章 項目名 該当箇所 誤 正

長崎県
特別支援学

校教諭

第6章　個別

の教育支援

計画，個別

の指導計画

個別の教育支援

計画，個別の指

導計画

例題1

解説

（3）　自立活動は児童生徒の実態に応じて目標・内容が大き

く異なるため，抽象的な表現が多いのが特徴といえる。その

分，内容把握がしやすいの７で，十分学習しておきたい。

解説

（3）　自立活動は児童生徒の実態に応じて目標・内容が大き

く異なるため，抽象的な表現が多いのが特徴といえる。その

分，内容把握がしやすいので，十分学習しておきたい。

群馬県 特別支援
特別支援教

育の制度

特別支援教育の

制度
例題5

2　イ～ウの下線部について，内容が正しければ○を記入し，

誤っていれば正しい語句に訂正せよ。

解答：2　イ　遅滞　　ウ　医療

3　イ，ウ，オの下線部について，内容が正しければ○を記入

し，誤っていれば正しい語句に訂正せよ。

解答：2　イ　〇　　ウ　遅滞　　オ　医療

栃木県 養護教諭

第2章　学校

環境衛生基

準

学校環境衛生基

準
例題6

解答

(4)　暗くなった光源や消えた光源は，電球・蛍光灯等の老朽化

やその他の要因によるものかのチェック等を行い，光源の交換

や修理を行っても照度が不足する場合は消灯すること。

解答

(4)　暗くなった光源や消えた光源は，電球・蛍光灯等の老朽

化やその他の要因によるものかのチェック等を行い，光源の交

換や修理を行っても照度が不足する場合は増灯すること。

栃木県 養護教諭
第8章　救急

処置・解剖
救急処置・解剖 例題3

(2)　①　傷病者の呼吸を確認し，死線期呼吸が認められる場合

は，心停止と判断し直ちに心肺蘇生を開始すべきである。

(2)　①　傷病者の呼吸を確認し，死戦期呼吸が認められる場

合は，心停止と判断し直ちに心肺蘇生を開始すべきである。

広島県 養護教諭
第3章　健康

診断

6　栄養状態，

その他
例題9

法令改正のため，不適当な問題 別紙参照

※法令改正後の問題へ全面差し替え。

広島県 養護教諭
第7章　感染

症

注意すべき感染

症の対処
例題5

解説

①の「2週間」は「1週間」の誤りである。

解説

①の「2週間」は「4週間」の誤りである。



（ｴ）喫煙，飲酒，薬物

　乱用と健康

（ｱ）健康の成り立ちと

　疾病の発生要因

（ｵ）感染症の予防

（ｶ）個人の健康を守る

　　社会の取組

（ｲ）生活習慣と健康

（ｳ）生活習慣病などの

　予防

・個人の健康と社会的な取

　組との関わり

・健康の保持増進や疾病予防

　の役割を担っている保健・

　医療機関とその利用

・医薬品の正しい使用

・健康の成り立ち

・主体と環境の要因の関わり

　によって起こる疾病

・運動，食事，休養及び睡

　眠の調和のとれた生活の

　継続

・生活習慣の乱れと生活習

　慣病などとのつながり

・がんの予防

・心身への様々な影響

・健康を損なう原因

・個人の心理状態や人間関

　係，社会環境などの要因

　に対する適切な対処

・病原体が主な原因となっ

　て発生する感染症

・発生源，感染経路，主体

　への対策による感染症の

　予防

健
　
康
　
な
　
生
　
活
　
と
　
疾
　
病
　
の
　
予
　
防

・健康な生活と疾病の予防

　について，課題を発見し，

　その解決に向けて思考し

　判断するともに，それら

　を表現すること

ア　知識

イ　思考力，判断力，表現力等

User
タイプライターテキスト

User
タイプライターテキスト
(別紙)保健体育科／学習指導要領／中学校学習指導要領／●保健分野の内容／(1)　健康な生活と疫病の予防

User
タイプライターテキスト

User
タイプライターテキスト

User
タイプライターテキスト



（ｱ）身体機能の発達

イ　思考力，判断力，表現力等

ア　知識

　及び技能

（ｲ）生殖に関わる機能

　　の成熟

（ｳ）精神機能の発達と

　　自己形成

（ｴ）欲求やストレスへ

　　の対処と心の健康

・器官が発育し機能が発

　達する時期

・発育・発達の個人差

・内分泌の働きによる生

　殖に関わる機能の成熟

・成熟の変化に伴う適切

　な行動等

・生活経験などの影響を

　受けて発達する精神機

　能

・自己の認識の深まりと

　自己形成

・精神と身体の相互影響

・欲求やストレスの心身

　への影響と適切な対処

・ストレスへの対処の方

　法

・心身の機能の発達と心

　の健康について，課題

　を発見し，その解決に

　向けて思考し判断する

　ともに，それらを表現

　すること

心
身
の
機
能
の
発
達
と
心
の
健
康
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（ｴ）応急手当

（ｲ）交通事故などによ

　る傷害の防止

（ｳ）自然災害による傷

　害の防止

（ｱ）交通事故や自然災

　害などによる傷害の

　発生要因

・人的要因や環境要因

　などの関わりによる

　傷害の発生

・応急手当による傷害

　の悪化防止

・心肺蘇生法

・傷害を防止について，

　危険の予測やそ回避

　方法を考え，それら

　表現すること

・安全な行動，環境の

　改善による傷害の防

　止

・自然災害発生による

　傷害と二次災害によ

　る傷害

・自然災害への備えと

　傷害の防止

傷
害
の
防
止

イ　思考力，判断力，表現力等

ア　知識

　及び技能
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（ｳ）生活に伴う廃棄物

　の衛生的管理

・身体の適応能力を超え

　た環境の健康への影響

・快適で能率のよい生活

　ができる環境の範囲

・健康と飲料水や空気との

　密接な関わり

・健康のための基準に適

　合した飲料水や空気の

　管理

・健康と環境に関する情

　報から課題を発見し，

　その解決に向けて思考

　し判断するともに，そ

　れらを表現すること

・生活によって生じた廃

　棄物の衛生的な処理の

　必要性

健
康
と
環
境

イ　思考力，判断力，表現力等
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良
沢
は
、
き
っ
ぱ
り
し
た
口
調
で
言
っ
た
。

達
は
、
き
び
し
い
父
の
表
情
に
口
を
つ
ぐ
ん
だ
。

珉
子
が
、
新
し
い
銚
子
を
は
こ
ん
で
き
た
。

「
父
上
は
、
そ
の
よ
う
な
お
人
だ
。
学
の
道
を
き
わ
め
よ
う
と
つ
と
め
て
お
ら
れ
る
父
上
の
よ
う
な
方
を
親
に
も
っ
て
幸
せ
と
思
わ

ぬ
か
、
達
」

珉
子
の
言
葉
に
、
達
は
、
釈
然
と
し
な
い
表
情
を
し
な
が
ら
も
、

「
は
い
」

と
、
答
え
た
。

（
吉
村　

昭
『
冬
の
鷹
』
よ
り
）

※
注　

良
沢
…
前
野
良
沢
（
一
七
二
三
〜
一
八
○
三
）
豊
前
中
津
藩
医　
「
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
」
の
翻
訳
に
携
わ
っ
た

問
一　

傍
線
部
①
「
オ
ラ
ン
ダ
語
修
得
」
の
た
め
に
必
要
な
要
素
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
と
良
沢
は
考
え
て
い
る
か
。
本
文
中
か
ら
十

字
以
内
で
抜
き
出
せ
。

問
二　

傍
線
部
②
「
会
う
気
は
な
い
」
と
良
沢
が
言
う
理
由
を
本
文
中
か
ら
二
点
あ
げ
よ
。

問
三　

傍
線
部
③
「
西
に
す
げ
な
く
断
わ
ら
れ
た
」
理
由
は
何
だ
と
良
沢
は
考
え
て
い
る
か
、
説
明
せ
よ
。

問
四　

傍
線
部
④
「
私
の
学
」
の
目
的
は
何
か
、
本
文
中
の
語
句
を
用
い
て
答
え
よ
。

解
答

問
一　

天
賦
の
才
と
根
気　
　

問
二　
（
解
答
例
）　

来
訪
者
は
オ
ラ
ン
ダ
語
修
得
を
軽
い
気
持
で
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か

ら
。
等　
（
解
答
例
）　

他
人
に
教
授
す
る
ど
こ
ろ
か
、
自
ら
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
身
で
あ
っ
た
か
ら
。
等　
　

問
三　
（
解
答
例
）　

オ
ラ
ン
ダ
語
を
修
得
す
る
た
め
に
は
長
い
歳
月
と
身
を
す
り
へ
ら
す
よ
う
な
研
鑚
が
必
要
で
、
そ
れ
が
で
き
る
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User
タイプライターテキスト
(別紙)参考書／国語科／第3章　現代文(小説)／内容把握／例題一　解答・解説

User
タイプライターテキスト



124

現代文（小説）■内容把握

者
は
、
ご
く
わ
ず
か
だ
か
ら
。
等　
　

問
四　
（
解
答
例
）　

完
全
な
訳
書
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
。
等

解
説

意
味
上
か
ら
大
き
く
分
け
る
と
二
段
落
だ
が
、
結
び
の
部
分
を
独
立
さ
せ
三
段
落
と
し
て
、
要
点
を
整
理
す
る
。

Ⅰ　
（
良
沢
は
、
玄
白
の
耳
に
し
た
よ
う
に
…
）

・
家
に
と
じ
こ
も
っ
て
い
る
良
沢
を
、
か
れ
が
「
解
体
新
書
」
の
訳
業
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
、
多
く
の
オ
ラ
ン
ダ
語

修
得
を
志
す
者
が
訪
れ
た
が
、
良
沢
は
「
会
う
気
は
な
い
」
と
腹
立
た
し
く
追
い
返
し
た
。

・
十
年
前
に
西
善
三
郎
に
オ
ラ
ン
ダ
語
修
得
を
懇
願
し
た
時
、
す
げ
な
く
断
ら
れ
た
の
が
、
今
で
は
理
解
で
き
た
。

・
良
沢
の
学
力
は
オ
ラ
ン
ダ
語
の
訳
読
で
は
比
肩
す
る
者
が
な
い
域
に
達
し
て
い
る
。
今
回
の
訳
業
で
天
下
に
実
証
し
得
た
と
い

う
自
負
も
強
か
っ
た
が
、
そ
れ
ま
で
に
十
年
間
の
歳
月
と
、
身
を
す
り
へ
ら
す
よ
う
な
研
鑚
を
要
し
た
。
こ
こ
ま
で
来
ら
れ
た

の
は
、
生
来
の
豊
か
な
才
能
と
、
不
幸
な
境
遇
に
つ
ち
か
わ
れ
た
根
気
の
故
だ
、
と
思
っ
て
い
た
。

・
そ
う
し
た
天
賦
の
才
と
根
気
に
恵
ま
れ
た
者
は
、
自
分
以
外
に
は
存
在
し
な
い
、
と
思
っ
た
。

・
そ
う
し
た
困
難
な
仕
事
で
あ
る
の
に
、
訪
ね
て
く
る
者
は
、
オ
ラ
ン
ダ
語
修
得
を
軽
い
気
持
で
考
え
て
い
る
。

・
良
沢
自
身
、
他
人
に
教
授
す
る
ど
こ
ろ
か
、
自
ら
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
身
で
、
余
分
な
時
間
は
な
い
。

Ⅱ　
（
外
部
と
の
交
渉
を
断
っ
た
か
れ
が
…
）

・
世
間
の
噂
は
息
子
の
達
を
通
し
て
の
み
耳
に
し
た
。
達
は
良
沢
が
玄
白
ら
と
苦
し
い
歳
月
を
送
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。

・「
解
体
新
書
」
の
訳
者
に
父
の
名
が
な
い
の
を
、
達
は
い
ぶ
か
し
み
、
大
い
に
不
服
だ
っ
た
。

・
書
の
評
判
が
高
ま
り
、
杉
田
玄
白
の
名
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
達
は
堪
え
か
ね
て
問
う
。「
父
上
の
名
は
、
な
ぜ
あ

の
訳
書
に
し
る
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
す
か
」「
玄
白
殿
ら
の
故
意
に
し
た
は
か
り
ご
と
で
は
な
い
の
で
す
か
。」

・
良
沢
は
た
し
な
め
て
言
う
。「
…
私
が
辞
退
し
た
故
だ
。」
な
ぜ
か
と
重
ね
て
問
う
達
に
、
良
沢
は
答
え
る
。

「
私
の
学
は
、
名
を
得
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
…
名
声
の
た
め
の
出
版
は
意
に
染
ま
ら
ぬ
か
ら
、
あ
え
て
固
辞
し
た
。　

…
出
版
は
尊
い
意
義
を
も
つ
が
、（
辞
退
し
た
の
は
）
あ
の
書
が
完
全
な
訳
書
で
は
な
い
か
ら
だ
。」
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・
不
完
全
な
も
の
で
も
世
の
た
め
に
な
る
の
な
ら
出
版
す
べ
き
と
い
う
考
え
も
あ
る
が
、「
し
か
し
、
私
は
ち
が
う
。
…
私
は
完

全
な
翻
訳
を
志
し
て
い
る
。
そ
れ
が
、
私
の
道
だ
。
…
余
生
を
そ
れ
に
賭
け
る
」
と
、
良
沢
は
き
っ
ぱ
り
言
う
。

Ⅲ　
（
達
は
、
き
び
し
い
父
の
表
情
に
口
を
つ
ぐ
ん
だ
。
…
）

・
母
の
言
葉
。「
学
の
道
を
き
わ
め
よ
う
と
つ
と
め
て
お
ら
れ
る
父
上
の
よ
う
な
方
を
親
に
も
っ
て
幸
せ
と
思
わ
ぬ
か
。」

問
一
〜
問
三
は
第
Ⅰ
段
落
（「
オ
ラ
ン
ダ
語
修
得
」
に
関
す
る
部
分
）
か
ら
、
問
四
は
第
Ⅱ
段
落
（「
良
沢
の
学
問
に
対
す
る
姿
勢
」

に
関
す
る
部
分
）
か
ら
の
出
題
。

問
一　

内
容
説
明
問
題
。「
良
沢
の
学
力
は
…
」
の
段
落
で
、「
オ
ラ
ン
ダ
語
の
訳
読
に
関
す
る
か
ぎ
り
…
卓
越
し
た
存
在
で
…
比
肩

す
る
者
の
い
な
い
域
に
達
し
て
い
る
」
こ
と
を
「
そ
れ
」
で
表
し
て
、「
…
天
下
に
実
証
し
た
」「
…
研
鑽
を
要
し
た
」「
…
故
だ

と
も
思
っ
て
い
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
最
後
の
「
…
故
だ
」
に
示
さ
れ
た
の
が
、
必
要
な
要
素
と
考
え
れ
ば
よ
い
。
つ
ま
り
訳

業
に
適
し
た
良
沢
の
生
来
の
才
能
と
、
幼
時
か
ら
つ
ち
か
わ
れ
た
根
気
と
で
あ
る
。
次
の
行
に
「
そ
う
し
た
」
で
受
け
て
「
天
賦

の
才
と
根
気
」
が
出
て
い
る
。

問
二　

理
由
説
明
問
題
。「
会
う
気
が
な
い
」
と
言
っ
た
理
由
は
、
第
Ⅰ
段
落
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。「
二
点
」
に
注
意
。「
そ
う
し

た
困
難
な
仕
事
で
あ
る
の
に
、
…
来
訪
し
て
く
る
者
は
」
以
下
に
注
目
す
る
。
ま
ず
、「
オ
ラ
ン
ダ
語
修
得
を
軽
い
気
持
で
考
え

て
い
る
…
。
す
で
に
教
育
方
法
も
確
立
し
て
い
る
漢
学
の
塾
に
で
も
入
る
よ
う
な
気
持
」
で
く
る
と
憤
慨
し
て
い
る
。
さ
ら
に
次

の
文
で
「
他
人
に
教
授
す
る
ど
こ
ろ
か
、自
ら
勉
学
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
身
で
あ
っ
た
」
と
、自
ら
の
側
の
理
由
が
示
さ
れ
て
い
る
。

第
Ⅱ
段
落
で
自
分
の
学
問
が
不
十
分
だ
と
語
る
が
、
そ
れ
と
合
わ
せ
て
こ
の
部
分
を
押
さ
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

問
三　

理
由
説
明
設
問
。「
西
に
す
げ
な
く
断
わ
ら
れ
た
」
こ
と
は
、
十
年
前
の
良
沢
に
と
っ
て
は
悔
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
自

分
の
学
力
が
こ
の
域
に
達
し
た
今
と
な
っ
て
思
い
返
す
と
、
理
解
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
十
年
間
の
身
を
す
り
へ

ら
す
よ
う
な
研
鑽
を
振
り
返
り
つ
つ
、
安
易
に
教
え
を
乞
い
に
来
る
者
を
追
い
返
す
こ
と
こ
そ
が
、
い
か
に
重
要
か
を
実
感
し
て

い
る
。
断
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、
自
身
の
天
賦
の
才
と
根
気
に
よ
っ
て
学
力
を
み
が
く
こ
と
が
で
き
た
。
と
は
い
え
、
そ
れ
が
で
き



126 

現代文（小説）■内容把握

る
の
は
自
分
以
外
に
あ
る
ま
い
、
と
思
え
る
ほ
ど
、
ま
れ
で
あ
っ
て
、
極
め
て
難
し
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
当
時
の
西
が
知
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
良
沢
の
才
が
あ
っ
て
さ
え
、
十
年
の
研
鑽
を
要
し
た
点
を
押
さ
え
る
。

問
四　

内
容
説
明
設
問
。
第
Ⅱ
段
落
の
テ
ー
マ
が
「
私
の
学
」
で
あ
る
。
ま
ず
「
名
を
得
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
」
と
言
う
。
一

般
の
人
は
「
名
声
を
得
た
い
と
い
う
欲
望
」
か
ら
自
分
の
学
問
を
未
熟
の
ま
ま
発
表
し
た
が
っ
た
り
、
翻
訳
で
い
え
ば
不
完
全
な

訳
で
も
世
の
た
め
に
な
る
と
思
え
ば
出
版
す
べ
き
だ
と
考
え
た
り
す
る
が
、「
私
は
、
ち
が
う
」
と
良
沢
は
は
っ
き
り
言
い
、「
私

は
完
全
な
翻
訳
を
志
し
て
い
る
」
と
断
言
す
る
。
こ
の
言
葉
が
「
目
的
」
を
示
し
て
い
る
。「
完
全
な
翻
訳
を
し
た
書
物
を
出
版

す
る
こ
と
」
が
志
の
す
べ
て
で
、
そ
の
時
初
め
て
、
訳
者
と
し
て
名
を
付
す
、
と
い
う
気
持
ち
で
あ
る
。

例
題 

二
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。

娘
が
小
学
校
に
入
っ
て
し
ば
ら
く
し
て
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
バ
ザ
ー
で
“
リ
フ
ォ
ー
ム
”
な
る
も
の
の
実
例
を
見
た
。「
リ
フ
ォ
ー
ム
＝

修
理
＝
つ
ぎ
当
て
」
と
し
か
思
っ
て
い
な
か
っ
た
伸
子
の
前
に
あ
っ
た
子
供
服
は
、
伸
子
の
偏
見
を
覆
す
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

父
親
の
古
い
ワ
イ
シ
ャ
ツ
が
、
可か

わ
い愛
ら
し
い
エ
プ
ロ
ン
ド
レ
ス
に
な
っ
て
い
た
。
流
行
遅
れ
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
が
、
新
し
い
感
覚
の

シ
ャ
ツ
ブ
ラ
ウ
ス
に
な
っ
て
い
た
。
何
も
知
ら
ず
に
そ
れ
を
見
て
、
そ
れ
が
「
リ
フ
ォ
ー
ム
」
と
い
う
も
の
だ
と
知
ら
さ
れ
て
、
伸

子
の
中
で
動
く
も
の
が
あ
っ
た
。

伸
子
は
暇
だ
っ
た
。「
無
駄
に
自
分
の
時
間
を
潰つ

ぶ

し
て
い
る
」
と
い
う
悔
い
が
、
い
つ
も
あ
っ
た
。
格
別
に
ミ
シ
ン
を
踏
み
た
い

と
い
う
気
は
な
か
っ
た
が
、「
ミ
シ
ン
を
踏
む
こ
と
ぐ
ら
い
は
出
来
る
」
と
思
っ
た
。「
洋
裁
の
一
通
り
ぐ
ら
い
は
心
得
て
い
る
は
ず�

だ
」
と
、
家
庭
科
の
時
間
の
記
憶
を
振
り
返
っ
た
。「
私
は
、
ミ
シ
ン
の
音
を
聴
い
て
育
っ
た
の
だ
か
ら
」
と
、
内
職
を
し
て
い
た

母
親
の
後
ろ
姿
を
思
い
出
し
た
。

「
私
は
決
し
て
ズ
ブ
の
素
人
で
は
な
い
」
と
い
う
思
い
が
、①
伸
子
を
そ
の
方
向
へ
押
し
や
っ
た
。
本
屋
に
は
、『
や
さ
し
い
リ
フ
ォ
ー

ム
』
と
い
う
、
そ
の
方
の
手
引
き
書
も
置
い
て
あ
っ
た
。
問
題
は
ミ
シ
ン
を
買
う
こ
と
だ
け
だ
っ
た
が
、
そ
れ
く
ら
い
の
預
金
は�
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例
題 

三
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
一
か
ら
問
六
に
答
え
よ
。
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漢文■句法と解釈

問
一　

二
重
傍
線
部
ａ
「
自
」
ｂ
「
輒
」
ｃ
「
冀
」
ｄ
「
逐
」
ｆ
「
卒
」
の
本
文
で
の
読
み
を
答
え
よ
。
但
し
、
必
要
な
場
合
は
送

り
仮
名
を
添
え
、
現
代
仮
名
遣
い
で
記
せ
。

問
二　

二
重
傍
線
部
ｅ
「
謬
」
ｇ
「
交
」
ｈ
「
故
」
の
本
文
で
の
意
味
を
答
え
よ
。

問
三　

傍
線
部
①
「
未
嘗
詣
取
直
」、
傍
線
部
④
「
豈
若
小
市
人
哉
」
は
ど
の
よ
う
に
読
む
べ
き
か
。
す
べ
て
平
仮
名
（
現
代
仮
名

遣
い
）
で
書
け
。

問
四　

傍
線
部
②
「
終
不
復
言
」
を
口
語
訳
せ
よ
。

問
五　

反
語
形
を
用
い
て
感
嘆
を
表
し
て
い
る
部
分
を
抜
き
出
せ
。

問
六　

傍
線
部
③
「
遠
故
大
」
を
、
必
要
な
語
句
を
補
い
な
が
ら
意
味
が
通
じ
る
よ
う
に
口
語
訳
せ
よ
。

解
答

問
一　
ａ　

よ
り　
　

ｂ　

す
な
わ
ち　
　
ｃ　

こ
い
ね
が
う　
　

ｄ　

お
い
て　
　

ｆ　

つ
い
に　
　
　

問
二　
ｅ　

誤
り

ｇ　

友
人　
　

ｈ　

以
前　
　

問
三　

①　

い
ま
だ
か
つ
て
い
た
り
て
あ
た
い
を
と
ら
ず　
　

④　

あ
に
し
ょ
う
し
じ
ん
の
ご
と
く

な
ら
ん
や　
　

問
四　

例
つ
い
に
二
度
と
催
促
し
な
か
っ
た　
　

問
五　

不
亦
翦
翦
乎　
　

問
六　

例
宋
清
が
売
薬
で
利
益
を
得
る

の
は
遠
い
先
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
か
え
っ
て
利
益
が
大
き
い
。
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解
説

各
段
落
の
大
筋
は
次
の
通
り
。

第
一
段
落　

宋
清
は
長
安
で
薬
屋
を
営
み
、
善
薬
を
置
い
て
い
た
。
医
者
も
宋
清
の
薬
を
使
っ
た
の
で
、
評
判
に
な
っ
て
売
り
や
す

か
っ
た
。
患
者
た
ち
は
早
く
病
気
が
治
る
こ
と
を
願
っ
て
宋
清
の
薬
を
求
め
に
や
っ
て
来
た
。
そ
の
た
め
薬
の
借
用
書
が
山
の
よ

う
に
積
も
っ
た
け
れ
ど
も
、
宋
清
は
一
度
も
取
り
立
て
に
行
っ
た
り
せ
ず
、
借
用
書
も
燃
や
し
て
し
ま
っ
た
。
商
人
た
ち
は
宋
清

を
愚
か
者
だ
と
笑
っ
た
り
、
逆
に
道
徳
家
だ
ろ
う
か
と
言
っ
た
り
し
た
が
、
宋
清
は
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
と
否
定
し
た
。

第
二
段
落　

宋
清
が
薬
を
商
っ
た
四
十
年
間
に
、
当
座
は
薬
代
を
払
え
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
出
世
し
て
豊
か
に
な
り
宋
清
に

贈
り
物
を
す
る
者
が
絶
え
な
か
っ
た
。
宋
清
が
利
益
を
得
る
の
は
先
で
あ
る
が
、
か
え
っ
て
そ
の
利
益
は
大
き
い
。
そ
の
場
の
利

益
に
と
ら
わ
れ
、
金
を
払
わ
な
い
と
腹
を
立
て
る
よ
う
な
小
商
人
こ
そ
笑
う
べ
き
で
あ
る
。
宋
清
は
落
ち
ぶ
れ
た
者
で
も
差
別
せ

ず
に
善
薬
を
与
え
た
。
い
っ
た
ん
そ
の
者
が
勢
力
を
盛
り
返
す
と
宋
清
に
厚
く
報
い
た
。
宋
清
が
遠
い
先
に
利
益
を
得
る
の
は
み

な
こ
の
類
で
あ
る
。

問
一　
ａ
の
「
自
」
は
「
よ
り
」
と
読
む
前
置
詞
。
ｂ
は
接
続
詞
。
ｆ
は
副
詞
。

問
三　

①　
「
未
嘗
」
は
「
い
ま
だ
か
つ
て
〜
ず
」
と
読
む
。「
詣
」
は
「
い
た
る
」、「
直
」
は
「
あ
た
ひ
」
と
読
む
。“
ま
だ
一
度

も
代
金
を
取
り
立
て
に
行
っ
た
こ
と
は
な
い
”
の
意
。
返
り
点
は
「
未
二���

嘗　

詣　

取
一レ���

直
」。

　

④　
「
豈
〜
哉
」
は
「
あ
に
〜
ん
や
」
と
読
む
反
語
形
。「
若
」
は
「
ご
と
し
」
と
読
む
が
、
反
語
に
続
け
る
た
め
に
「
ご
と
く
」

と
未
然
形
に
す
る
。「
小
市
人
」
は
“
小
商
人
”
の
意
。
返
り
点
は
「
豈　

若
二　

小　

市　

人
一　

哉
」。

問
四　
「
終
」
は
「
つ
ひ
に
」
と
読
む
副
詞
。「
不
復
」
は
「
ま
た
〜
ず
（
＝
二
度
と
〜
な
い
）」
と
読
む
部
分
否
定
の
形
。
薬
の
代

金
を
催
促
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。

問
五　
「
不
亦
〜
乎
（
ま
た
〜
ず
や
）」
の
詠
嘆
形
。

問
六　
「
遠
き
故
に
大
な
り
」
と
読
む
。
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□関東・中部地方

⑦

①

②

⑩

⑪

③

④

⑧
⑨

⑤
⑥

⑮

⑲

⑫⑬
⑭

⑳
⑯

⑰

⑱

①－福島県浜通り(原子力発電所)
②－鹿嶋市(臨海工業地域，掘り込み式港) 
③－つくば市(筑波研究学園都市，万博)
④－成田(門前町，新東京国際空港)
⑤－九十九里平野(海岸平野，納屋集落)
⑥－京葉工業地域
⑦－京浜工業地帯
⑧－関東ローム層(火山灰が堆積)
⑨－富士山(世界文化遺産)
⑩－甲府盆地(扇状地，果樹栽培)
⑪－日光(世界文化遺産)
⑫－渡良瀬川流域(足尾銅山鉱毒問題)
⑬－浅間山麓(高冷地農業)
⑭－八ヶ岳山麓(高冷地農業)
⑮－糸魚川－静岡構造線(フォッサマグナ

西縁)
⑯－黒部ダム(日本最大規模のダム)

⑰－神通川流域(イタイイタイ病)
⑱－砺波平野(散村，屋敷森)
⑲－能登半島(伝統工芸－輪島塗)
⑳－木曽ヒノキ(日本三大美林)
㉑－日本アルプス(飛騨・木曽・赤石の３

山脈)
㉒－三保松原(世界文化遺産)
㉓－牧ノ原台地(洪積台地，茶の栽培)
㉔－浜松(楽器・オートバイ)
㉕－中京工業地帯
㉖－豊田(日本最大の自動車工業)
㉗－濃尾平野(木曽・長良・揖斐の下流，輪

中集落)
㉘－四日市(四日市ぜんそく)
㉙－伊勢(伊勢神宮，鳥居前町)
㉚－英虞湾・五ヶ所湾(真珠養殖)
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(別紙)参考書／保健体育科／陸上競技／短距離走・リレー 

 

(誤) リレー走でのオーバーゾーン 

 

 

(正) 

 

※テイク・オーバー・ゾーンは 30mになりました。 

※加速ゾーンは廃止され，テイク・オーバー・ゾーンの入り口から 20mのところに基準線が設けられました。 
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特別支援教育の体制整備

ついて助言を行った。
3　発達障害のある児童が多く在籍する小学校の事例検討会に，特別支

援教育コーディネーターとして定期的に参加し，授業場面のVTR等
を見ながら，特別な支援を要する児童一人一人に必要な支援内容・
方法の検討に対する助言を行った。

4　特別支援学校にある教材・教具や補助具，コミュニケーション支援
機器や入力支援機器等を，地域の小・中学校等の要請に基づいて貸
し出すとともに，効果的な活用方法について小・中学校を訪問し，
当該教員に助言を行った。

解�答  1
解�説  1の「個別の教育支援計画の策定を行った」という部分が適切で

ない。特別支援学校は，地域の小・中学校の特別支援学級や通
常学級の支援の必要な児童生徒，保護者，教員に対する相談支
援を行っており，電話相談や来校相談も行っている。支援の内
容として，環境の整備や学習や生活上の配慮，指導内容や指導
方法などについてアドバイスを行っているが，個別の教育支援
計画の策定は相談を受けた特別支援学校がするのではなく，当
該児童の在籍する学校の教員が中心となって行う。

4例題

　次の文は，中央教育審議会「特別支援教育を推進するための制度の在
り方について（答申）」に例示された，特別支援学校のセンター的機能に
ついての記述である。（　①　）〜（　⑤　）にあてはまる語句を答えよ。

ア　小・中学校等の（　①　）への支援機能
　　個々の幼児児童生徒の指導に関する助言・相談のほか，個別の

教育支援計画の策定に当たっての支援など
イ　特別支援教育等に関する（　②　）機能

　　地域の小・中学校等に在籍する幼児児童生徒や保護者への相談・
情報提供，幼稚園等における障害のある幼児への教育相談など
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ウ　障害のある幼児児童生徒への指導・支援機能
　　小・中学校の児童生徒を対象とする通級による指導や巡回によ

る指導，就学前の幼児や乳幼児に対する指導及び支援など
エ　福祉，医療，労働などの関係機関等との（　③　）機能

　　個別の教育支援計画の策定に当たり，福祉，医療，労働などの
関係機関等との連絡・調整など

オ　小・中学校等の教員に対する（　④　）機能
カ　障害のある幼児児童生徒への施設設備等の（　⑤　）機能

解�答  ①　教員　　②　相談・情報提供　　③　連絡・調整　　  
④　研修協力　　⑤　提供

5例題

　次の文は，特別支援学校学習指導要領解説総則編から抜粋した，特別
支援学校のセンター的機能についての説明である。あとの各問いに答え
よ。

　（　①　）第74条においては，特別支援学校が小・中学校等の要請
に応じて，幼児児童生徒の教育に対する必要な助言又は援助を行うよ
う努めるものとするという規定が設けられていることを踏まえて，特
別支援学校が地域の実態や家庭の要請等に応じて，児童生徒やその保
護者に対して行ってきた教育相談等のセンターとしての役割に加え，
地域の小・中学校等の要請に応じ，障害のある児童生徒等や担当する
教師等に対する助言や援助を行うこと，その際学校として組織的に取
り組むこと，他の特別支援学校や小・中学校等と連携を図ることを示
している。

（1）文中の（　①　）に当てはまる法令名を答えよ。
（2）下線部に関して，特別支援学校学習指導要領解説総則等編に示さ

れている，特別支援学校のセンター的機能に該当するものを，次の
ア〜オから2つ選び，記号で答えよ。
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8例題

　健康診断について，次の(1)，(2)の問いに答えよ。
(1)　健康診断を6月30日までに受けることができなかった児童生徒への対

応について，「学校保健安全法施行規則」第5条(時期)にはどのように示
されているか，その内容を書け。

(2)　健康診断は，児童虐待を発見しやすい場でもある。健康診断時にお
ける虐待発見の視点を4つ書け。

解 答 　 (1)　その事由のなくなった後，すみやかに健康診断を行うもの
とする。　(2)　・発育不全　　・不自然な傷，あざ　　・不潔
な皮膚　　・ひどいう蝕

解 説 　 (1)　児童生徒等の健康診断の時期に関しては，学校保健安全法
施行規則第5条第1項で「毎学年，6月30日まで」「ただし，疾病
その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受ける
ことのできなかつた者に対しては，その事由のなくなつた後す
みやかに健康診断を行う」とある。　(2)　身体的虐待では，服
で隠れている部位に外傷がみられたり，ケガの説明が曖昧だっ
たりする。また，捻傷や打撲傷の色調変化，特徴ある外傷所見
も早期発見につながるため，確認しておこう。心理的虐待では，
摂食障害や自傷行為などから発見されることもある。性的虐待
では，身体接触を異常に怖がったり，年齢にそぐわない性的発
言がみられたりする。ネグレクトでは，衣服や身体が汚れてい
たり，空腹を訴えたりする。

9例題

健康診断について，次の各問いに答えなさい。
(1)　次は，「学校保健安全法施行規則」(平成28年3月改正)の一部である。

法令に即して(　①　) 〜 (　⑤　)に当てはまる適切な語句を書け。

第2章　第3節　職員の健康診断
  (検査の項目)
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健 康 診 断 　健 康 診 断 各 論

第2章　第3節　職員の健康診断
  (検査の項目)
第13条　法第15条第1項の健康診断における検査の項目は，次のと

おりとする。
一　　身長，体重及び腹囲
二　　視力及び聴力
三　　(　①　)の有無
四　　(　②　)
五　　尿
六　　(　③　)の疾病及び異常の有無
七　　貧血検査
八　　(　④　)検査
九　　(　⑤　)検査
十　　血糖検査
十一　心電図検査
十二　その他の疾病及び異常の有無

2　(略)
3　(略)

(2)　次は，「学校保健安全法施行規則」(平成28年3月改正)の一部である。
法令に即して(　①　)，(　②　)に当てはまる適切な語句を書け。

第2章　第2節　児童生徒等の健康診断
  (保健調査)
第11条　法第13条の健康診断を的確かつ円滑に実施するため，当

該健康診断を行うに当たつては，小学校，中学校，高等学校及
び高等専門学校においては(　①　)において，幼稚園及び大学に
おいては必要と認めるときに，あらかじめ児童生徒等の(　②　)，
健康状態等に関する調査を行うものとする。

(3)　次の表1は，「児童生徒等の健康診断マニュアル」(平成27年度改訂 
公益財団法人　日本学校保健会)を踏まえて，健康診断を実施する際に
念頭においた方がよい疾病について作成したものである。(　①　) 〜 



広島県・広島市の養護教諭

110

(　④　)に当てはまる適切な疾病名を書け。
【表1】

(4)　次の表2は，「学校心臓健診の実際　スクリーニングから管理まで－
平成24年度改訂－」(平成25年度　公益財団法人日本学校保健会)に「突
然死を起こす可能性がある疾患」として示されているものである。 
(　①　) 〜 (　⑧　)に当てはまる疾患をあとのア〜クから選び記号で書
け。

【表2】

＜先天性心疾患＞
・手術をした先天性疾患
大血管転位症やファロー四徴症などで
　心不全があるもの
　不整脈があるもの
・複雑心奇形
・(　①　)

＜心筋疾患＞
・心筋症(肥大型，拡張型，拘束型など)
・(　②　)

＜冠動脈疾患＞
・(　③　)，冠動脈狭窄，冠動脈閉鎖
・冠動脈低形成
・冠動脈起始異常

＜不整脈＞

User
タイプライターテキスト



111

健 康 診 断 　健 康 診 断 各 論

・多形性(　④　)
・R on T型(　④　)
・心室頻拍
・洞結節機能不全
・3度(　⑤　)
・高度(　⑤　)
　(　⑥　)
・カテコラミン誘発多形性心室頻拍
・ブルガダ症候群
・一部の(　⑦　)

＜その他＞
・原発性(　⑧　)
・アイゼンメンジャー症候群
・マルファン症候群

ア　川崎病後冠動脈瘤　　イ　房室ブロック　　
ウ　心室期外収縮　　　　エ　心筋炎
オ　大動脈弁狭窄症　　　カ　WPW症候群　　
キ　肺高血圧症　　　　　ク　QT延長症候群

解 答 　 (1)　①　結核　　②　血圧　　③　胃　　④　肝機能
 ⑤　血中脂質　　(2)　①　全学年　　②　発育
 (3)　①　伝染性軟属腫　　②　アタマジラミ　　③　鼻中隔わ

ん曲症　　④　要注意乳歯　　(4)　①　オ　　②　エ
 ③　ア　　④　ウ　　⑤　イ　　⑥　ク　　⑦　カ　　⑧　キ
解 説 　(1)　職員の健康診断については，学校保健安全法第15条，第16

条で職員の定期・臨時の健康診断と事後措置について定められ
ている。設問は学校保健安全法施行規則第13条第1項であるが，
省略されている同第2項と第3項において，第1項に定められた12
の検査項目のうち除くことができる項目について述べられてい
る。　(2)　保健調査は，事前に児童生徒等の健康状態を把握し，
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健康診断をより的確に実施するために活用されている。詳しく
は『児童生徒等の健康診断マニュアル(平成27年度改訂)』(公益財
団法人　日本学校保健会)を参考にされたい。　(3)　①と②は健
康診断を実施する際に念頭においた方がよい皮膚科関連の感染
症として挙げられている。他には，尋常性疣贅(いぼ)とトンズラ
ンス感染症がある。③は耳鼻咽喉疾患(鼻)である。鼻については
他に，アレルギー性鼻炎，副鼻腔炎，慢性鼻炎が挙げられる。
④の要注意乳歯は，かかりつけの歯科医へ相談するよう受診の
勧めが必要である。歯については他に，矯正治療，指しゃぶり
や爪かみなどのくせ，先天性欠損症などがないか，保健調査票
で事前に確認しておく。　(4)　突然死を起こす可能性がある疾
患の子どもに対しては，学校生活管理指導表を提出してもらい，
職員に周知し共通理解を図る，体育や学校行事は指導区分と運
動強度の定義により判断する，保護者との連絡を密にし，注意
深く管理・指導を行う等のことが大切である。

10例題

　学校における健康診断の実施に関して，次の文章は，「学校保健安全法
施行規則の一部を改正する省令(平成26年文部科学省令第21号)」について
の「改正の概要」である。文中の各空欄に適する語句を答えよ。

改正の概要
1　児童生徒等の健康診断

(1)　検査の項目並びに方法及び技術的基準
　ア　(　①　)の検査について，必須項目から削除すること。
　イ　(　②　)の有無の検査について，必須項目から削除すること。
　ウ 　「(　③　)の状態」を必須項目として加えるとともに，(　③　)

の状態を検査する際は，(　③　)の形態及び発育並びに(　④　)
の機能の状態に注意することを規定すること。

(2)　(　⑤　)
　　学校医・学校歯科医がより効果的に(　⑥　)を行うため，(　⑤　)




